
要保存
令和４年４月１５日

保護者 各位

三豊市立大見小学校

校 長 白井 基

警報発表時の対応について

暴風・大雨・洪水等の警報が発表された場合、児童の安全と分かりやすい対応を最優先に考え、

以下のように対応します。内容をご確認いただき、ご協力をお願いいたします。

記

１ 朝 6時の時点で，三豊市に次のいずれかの警報が発表されている場合
（朝６時以降から登校時刻までの発令も含みます。）

警報内容 ・・・ 暴風 大雨 洪水 大雪 高潮 Ｊアラート

※ 波浪警報のみの場合は通常通り登校（給食あり）

○ 自宅待機させてください。

・ ８時までに警報が解除になった場合は，９時までに登校させてください。
（※ 給食はないので、午前中授業となります。）

・ ８時以降に警報が続いている場合は，臨時休校とします。

※ 朝６時の時点で警報が発表されている場合，あるいは朝６時から８時ま

での間に発表された場合は，給食が中止となります。午前中授業で下校す

るようになります。（８時までに解除されても給食は中止です。）

２ 登校後に，三豊市に警報が発表された場合
・ 原則，お迎えに来ていただき，引き渡しを行います。

・ 状況により，安全に配慮しながら早めに集団下校（教師が途中まで引率）します。

・ 雷の場合は安全が確認できるまで学校で待機させます。

３ その他
（１）登校となった場合

・ 通学路の危険箇所等をお子様に注意していただき，怪我をしないように安全に気をつけて

登校させて下さい。（特に，増水した河川等に近づかない）

（２）臨時休校となった場合

・ 家の中で，静かに過ごさせてください。

・ 翌日登校する場合は，登校日の時間割でお願いします。


